
 

 

 

 

ぐんまのまんなか（前橋市・伊勢崎市・玉村町） 

出張移住相談会 in有楽町について（初開催！） 

 

中部振興局管内（前橋市・伊勢崎市・玉村町）の３市町を巡る、群馬県への移住希望者

を対象としたバスツアーを昨年８月２９日（金）、３０日（土）に初めて開催しました。 

今回は、１泊２日のバスツアーには参加しづらかったであろう子育て世代等に対し、３

市町の移住担当者とともに、東京に出向いて相談会を開催することといたしました。 

相談会は、相談枠（ひと枠あたり３０分）を設定し、来場者それぞれの移住に関する関

心・課題に寄り添った相談を心掛け、以下のとおり開催します。 

 

１ 開 催 日 時  令和８年２月２８日（土）１１時～１６時 

２ 場   所  ビジョンセンター有楽町 ３階 ３０１会議室 

東京都千代田区有楽町 1-5-1 日比谷マリンビル 

JR「有楽町駅」日比谷口より徒歩 3 分 

３ 体   制  主催：群馬県 

         共催：前橋市、伊勢崎市、玉村町 

４ 内   容  個別相談会（１枠あたり３０分）の事前予約制。 

（当日も空きがあれば受け付けいたします。） 

５ 申 込 方 法  以下の群馬県ホームページからお申込みください。 

         https://x.gd/saZrc （はじめまして、暮らしまして、ぐんまな日々） 

         または、以下の QRコードを読み取り、申し込みフォームにて必要事項 

         を入力してください。 

６ 定   員  ３０組 

７ 事前予約特典  前日までに予約された方限定で、本相談会のために収集した「前橋市 

・伊勢崎市・玉村町に本店・支店のある企業求人情報」の提供 

※取りまとめたものを印刷してお渡しします。 

※紹介・斡旋等は行いません。 

８ 特   徴  ３市町に移住した場合のキャッシュフロー表のご紹介 

首都圏から３市町に移住した２０代から５０代の方を想定して作成し 

た複数パターンのキャッシュフロー表を紹介いたします。 

※２級ファイナンシャル・プランニング技能士（AFP）が作成した、架 

空のモデルケースとなります。 

９ 申 込 締 切  定員になり次第終了。 

※当日も受け付けますが、事前予約をおすすめいたします。 

10 問 合 せ 先  群馬県中部振興局前橋行政県税事務所  

maegyou@pref.gunma.lg.jp  

令和８年１月９日 

 前橋行政県税事務所 総務振興係 

 電話：027-231-2765（内線 219） 
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